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研究成果の概要（和文）：　２０１６年６月に成立し３年以内の施行が予定されている我が国の「被疑者取調べ録音・
録画制度」に関して、法解釈学や比較法的研究、心理学・社会学等の経験科学の見地から多面的実証的な研究を行った
。
　その結果、被告人の法廷外の自白を記録した録画映像が判断者（裁判官ならびに裁判員）に影響を与える可能性が高
く任意性や信用性の判断を歪めてしまうこと、また弁護人の立会いもなく適切な尋問技術を持たない取調官による尋問
によって虚偽自白が生み出される危険性が高いこと等が明らかになった。
　そこで、取調べ映像を裁判員裁判で再生する際には、こうした危険を回避する法的制度的手当が不可欠であることを
明らかにした。

研究成果の概要（英文）： This project was an interdisciplinary research using legal analysis, comparative 
law study, and psychological and sociological study on video recording of suspect interview by the police 
and the prosecutor. In Japan, on July 2016, the law was passed which mandates the law enforcement to 
record the whole suspect interview of the specific felony such as murder and manslaughter. The 
legislative intent is that the video recording is expected to assure the reliability of the confession by 
the defendant and to realize appropriate interview process. However, this project shows that it could be 
problematic to show the recording in the trial. Our research clarifies that the video could distort their 
decision and sometimes mislead their decision of involuntariness and reliability of confession. And we 
also reveal that the immature interview technique and the questioning without lawyer could be cause of 
the false confession. We concludes that legal reform should be urgently introduced.

研究分野： 刑事訴訟法
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様 式 Ｃ－１９ 新学術領域「法と人間科学」可視化班 

１．研究開始当初の背景 

 わが国における被疑者取調べの録音・録
画制度（いわゆる「取調べの可視化」制度）
は、特定の法律の規定がないままに、２０
０７年から警察庁で、２００８年から検察
庁でそれぞれ部分的に導入・実施された。 

 他方で、警察や検察における被疑者取調
べで撮影された録画映像は、２００９年に
始まった裁判員裁判を始めとする刑事裁判
において、徐々に証拠や資料として利用さ
れ始めた。 

 そうした中、２０１０年に起きた「郵便
不正事件」を契機に、取調べの可視化は冤
罪防止や取調べの適正性担保の手段として
注目を集めるようになり、法整備の必要が
論議されるようになった。 

 そこで我々は、国民が有罪無罪の判断と
量刑判断を担う裁判員裁判において自白の
任意性や信用性判断の資料として取調べ録
画映像が再生される以上、取調べ過程や取
調べを録画する際の撮影方法、そして取調
べ録画映像の公判での利用方法などに関し
て先行する諸外国に学ぶと共に諸科学の知
見を参考に考究する必要があると考えるに
至った。 

 

２．研究の目的 

 本プロジェクトは、取調べの可視化導入
によって刑事裁判がどのような影響を受け
るかにつき、既に取調べの可視化を導入し
ている諸外国の見地に学ぶと共に、被疑者
取調べならびに被疑者による自白や被害者
供述と裁判員裁判における公判との関係、
自白の任意性判断と裁判員裁判の関係など
に焦点をあてて、以下の２点を明らかにす
ることを目的とした。すなわち、①取調べ
の可視化によって刑事裁判における事実認
定や証拠法のあり方がどのように変容する
と考えられるか、②そうした変容について、
いかなる手続的・制度的対応を必要とする
か、である。 

 とりわけ、裁判過程に直接的影響を及ぼ
すと予想される②の課題については、認知
心理学の観点から映像のもたらす影響をど
のように手続上回避または抑制すべきかを
学際的に考究することとし、わが国におけ
る取調べ実務を含む刑事裁判実務に対する
具体的示唆を求めた。 

 

 

３．研究の方法 

(1) 全体的な研究方法 
 チームとしては、個人の研究活動とは別
に以下のような取り組みを行った。 
A. 定期的な研究会の開催を通した交流と
知見の獲得 
 ５年間に京都を本拠地として通算８回の
公開研究会を開催し、毎回多彩なゲストス
ピーカーを招き、心理学的知見、弁護実践
報告、海外法制の最新動向などをそれぞれ

の専門家に報告いただき、その成果を共有
することができた（後掲「その他」の項を
参照）。 
B. 国際研究集会開催・国際学会参加を通し
た交流と発信 
 積極的に海外学会に参加し、報告を行う
とともに、2014 年 7月には立命館大学（京
都市）を会場に国際シンポジウムを開催し、
2015年８月には東アジア法社会学会におい
て中国・韓国の専門家と共に取調べ可視化
の比較研究を行うセッションを開催した
（後掲「学会報告」の項を参照）。 
C. 模擬裁判実験による取調べ撮影方法の
実験 
 被疑者取調べの撮影方法が事実認定者に
与える偏見（バイアス）を検証するため、
2016年 2月に関西学院大学において模擬裁
判を使った心理実験を繰り返した。 
D. 地域研究会の立ち上げと法心理学の推
進基盤の確立 
 東京と鹿児島において「法と心理研究会」
を立ち上げ、法と心理学の成果発表と交流
の場となるフォーラムを構築した。 
 
(2) 分担者の研究方法 
＜比較法的研究＞ 
 代表者の指宿は、米国、英国、豪州、ニ
ュージーランド、カナダ、韓国、中国、欧
州各国など、諸外国で実施されている被疑
者取調べ録画制度をめぐる経験的研究、実
態調査、法制定動向、判例動向などを収集
分析し、さらに各国の法律実務家や法学者
から被疑者取調べ可視化制度に関する知見
を収集した。 
＜実証的研究＞ 
 分担者の中島は、国内外の法学及び心理
学に関する文献の調査を行ったほか、供述
の信用性が心理学的知見に基づいて争われ
ている具体的な事件につき当該事件の弁護
団の協力を得ながら継続的な追跡調査を行
い、実証的・実践的な観点から分析を行っ
た。 
＜手続法的研究＞ 
 分担者の吉井は、刑事手続全般につき、
「公正な裁判の実現」にあたって必要なこ
とは何かという観点から、取調べを受ける
被疑者や参考人、被害者に対して実施され
るべき手続的な保護及び支援に関して研究
を進めた。代表者の指宿は、「情報的正義
(informational justice)」という情報哲学
が取調べ過程をめぐる情報を公判に適切に
インプットする指標として有効に機能する
ことを実証的に明らかにしようとした。 
＜法と心理学的研究＞ 
 分担者の山田は、ポスト取調べ可視化時
代の実務を視野に入れた学会報告及び模擬
裁判を実施したほか、取調べ記録媒体を含
む証拠を開示する手続が上記法案可決後ど
のように変化するか、またどのように改善
されるべきかにつき研究、報告を行った。 



＜可視化到達状況比較ツールの開発＞ 
 代表者・指宿は、被疑者取調べ可視化制

度につき、それぞれの管轄（法域）におけ
る可視化達成度をマッピングする方法を編
み出した（通称「可視化概念マップ」）。
これにより、それぞれの国（法域）がどこ
まで可視化を進めているかを簡単に比較表
示することが可能となった。 
 
 
４． 研究成果 
(1)全体的な研究成果 
 第１に、比較法制度研究の結果、わが国
における警察や検察による裁量に基づく取
調べの可視化は極めて狭い範囲でしか司法
過程に影響を与えないこと、国際比較を行
ってもその「可視化レベル」は低いもので
あることが明らかになった（上図参照）。 
 第２に、手続法的研究ならびに法心理学
的研究の結果、可視化先進国と呼ばれる法
域では、単に取調べを可視化（録音・録画）
するだけで適正な取調べ及び適正な自白の
任意性・信用性判断がなされるわけではな
く、取調べへの弁護人の立会いや、供述弱
者（少年・精神障害者・知的障害者など）
の取調べへの支援者の同席、取調官の洗練
された尋問技術の習得、公判廷での取調べ
録画映像の再生の回避といった様々な制度
的・手続的担保の存在によって初めて、刑
事司法全体の公正性及び適正性が図られて
いることが明らかになった。 
 第３に、実証実験の結果、法と心理学上
の知見として、被疑者取調べ録画映像が裁
判官や裁判員による自白の任意性・信用性
判断に実際に影響を与える可能性が明らか
になると共に、当該影響を最小限にとどめ
るための法的手当及び運用上の手当が必要
であることが明らかになった。 
 以上の概要は、2016 年 6月に刊行された
代表者・指宿の新著（後掲「図書」①参照）
にまとめられ、社会還元を果たした。 
 
(2)各論的な研究成果 

分担者の中島は、①被害者を中心とする
被疑者取調べの可視化を視野に入れた捜査
法・証拠法の理論研究について、被害者供

述の信用性が争われた事案や内外の先行研
究において示された被害者供述の信用性判
断の注意則から、被害者と被疑者の関係性
や被害者の属性などによって、被害者供述
の信用性判断に伴う類型的な危険の存在を
明らかにした。平成 28 年刑訴法改正におけ
る取調べ可視化の範囲は被疑者取調べに限
定されたが、被害者などの参考人取調べに
ついても、取調べの手法を誤ることによっ
て信用性が害されることが予想されるため、
取調べ可視化を立法ないし志向する余地が
ある。これにつき、取調べ録画映像を実質
証拠として利用する際の問題点を関連づけ
つつ、具体的なあり方の提言を模索してお
り、平成 28 年 11月までに論考を公刊すべ
く、とりまとめ中である。なお、これに関
連して、平成 28 年刑訴法改正における被害
者関連の改正が不十分であり、また、被告
人の防御活動との関係で難点を含むことを
明らかにする論考を公刊した。 
次に、②取調べ可視化制度実施後におけ

る供述の任意性・信用性評価のあり方につ
いて、近年の再審請求事件で確定判決の証
拠たる供述に対する心理学鑑定が新証拠と
して用いられている状況に着目した。各事
件の取材を通じて、個々の心理学鑑定の内
容とそれに対する再審請求審及び即時抗告
審の評価方法を分析し、取調べ可視化によ
って進展することが予想される供述の心理
分析が、再審開始要件である「証拠の明白
性」判断に寄与することが明らかになった。
これに関し、近時の再審事件における状況
をほかの論点も併せて概観した論考や、い
わゆる大崎事件に関する個別的な考察を内
容とする論考を公刊した。また、自白の任
意性判断につき具体的な下級審の裁判例を
素材に検討する論考を公刊した。 
 
(3) 地域における研究拠点の構築 
 分担者の中島は、取調べ可視化制度実施
後における法と心理学の研究及び実践のた
めの地域拠点構築可能性を模索し、鹿児島
市において取調べ可視化や事実認定に関す
る法と心理学の最先端の研究者を招き、ほ
かの研究プロジェクトとの共催も含めて合
計４回の研究会及びシンポジウムを開催し
た。本研究課題による取り組みを契機に組
織された鹿児島法と心理研究会は本研究課
題終了後も継続して運用されることになり、
南九州の法学研究者と心理学研究者による
共同研究のための組織的基盤を形成するこ
とに成功した。同研究会には、研究者のほ
か、弁護士、臨床心理士、精神科医、非行
臨床ボランティアなども参加しており、本
研究課題を含む新学術領域「法と人間科学」
による研究成果を「地方」と呼ばれる地域
で活動する実務家に向けても提供していく
ことが可能となった。 
指宿は、2013年に「東京法と心理研究会」

を在京心理学者らと共に立ち上げ、法学心



理学の領域を架橋した研究交流の場を地域
ベースで確保し、年１回の公開研究会を開
催し、社会に対して研究成果を還元する場
を定期的に構築することができた。 
 
(4) 模擬裁判実験等による知見の獲得 
 分担者山田・指宿は、模擬裁判を用いた
心理実験を複数回実施し、取調べ可視化制
度実施後、取調べの録画記録が刑事裁判で
実質証拠として利用される場合には、被疑
者取調べの撮影方法によっては当該録画記
録が事実認定者である裁判所及び裁判員に
偏見（バイアス）が生じ、被告人に対して
過度な不利益が生じる危険が存在すること
を実証的に明らかにした。こうした知見を
更に深める必要が認められたため、心理学
者との共同研究プロジェクトを新たに立ち
上げ、大規模な実験を準備することとなっ
た。 
 また、分担者吉井は、当該危険の発生を
防止し、当該録画記録を適正に開示する方
策の必要を確認した。特に、取調べに関わ
る各種の証拠提出にあたっては裁判所の適
切な訴訟指揮権の発動が求められること、
これについては裁判所の機能論という観点
からも検討が必要であることを明らかにし
た。代表者指宿は、情報的正義概念の有用
性が汎用的であることが確認できたため、
この概念を社会に広く普及させるための新
しいプロジェクトを立ち上げる予定である。 
 
(5) 取調べ録音記録研究の必要性 
 本研究プロジェクトはあくまで「可視化」
をめぐる環境や条件整備と手続法的整備等
を目的としていた。研究の終盤、取調べ録
音録画媒体が再生されて実際に公判で影響
を与えたのではないかと思われる事例も現
れはじめたことから、録音録画媒体そのも
のの持つ言語学的特性を検証・研究する必
要性が認識された。そのため、言語学者ら
とともに新しい研究プロジェクトをスター
トさせ、取調室における実際の会話・供述
分析を始めるに至った。 
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